
行政手続の原則オンライン化
の実施について
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「行政手続のオンライン化」とＤＸの推進01

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、非対面・非接触を念頭においた対応が求められる中、行政手続のオン

ライン化をより積極的に進めて市民サービスを向上させるため、令和２年10月に「令和４年度末までに、原則全て

の手続をオンラインで受け付ける」方針を表明し、取組を進めてきました。

また、国は令和2年12月に行政手続のオンライン化の推進など、自治体がデジタル化に重点的に取り組む事項を示し

た「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」を策定し、本市においても、新しい日常に対応し

ながら市民サービスを向上させ、更なる業務効率化を図るため、令和4年3月に「川崎市デジタル・トランスフォー

メーション(DX)推進プラン」を策定しました。

DX推進プランの中で、行政手続の原則オンライン化については、重点取組事項として令和4年度末までに法令等に

より対面による審査・指導・相談や、証拠資料の原本提出が必要となる手続などを除いた、約2,400手続のオンライ

ン化を目標に掲げています。

川崎市デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進プラン（抜粋）
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行政手続のオンライン化の現状と課題02
 本市においては、平成18年から、粗大ごみの収集申込や水道の使用開始の届出などの手続をオンラインで申請です

ることができる「ネット窓口かわさき」の運用を開始しました。また、公共施設の利用については「ふれあいネット

（公共施設利用予約システム）」から申込を受け付けているほか、図書館利用についても、インターネットからの資

料情報の検索・予約等が可能となっています。

 一方、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、迅速にオンライン化を進める必要が生じる中、ネット窓口かわさ

きによりオンライン申請を増加させるには、委託業者による作業が必要となり費用負担も生じるなど柔軟な対応が困

難であったことから、令和3年4月から職員が申請フォームを作成できる簡易版電子申請サービス（LoGoフォーム）

を導入し、簡易な申請・届出等の手続についてオンライン化を推進してきました。

 また、「ネット窓口かわさき」については、運用開始から一定年数が経過し、普及が進んだスマートフォンを利用し

たオンライン申請等に対応するため、新たな電子申請システムを導入する必要があることから、現在運用開始に向け

てシステム構築等を行っています。

現在本市における主な電子申請関係のシステム及びサービス

ネット窓口かわさき ふれあいネット 簡易版電子申請サービス
(LoGoフォーム)
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行政手続の原則オンライン化の実施手法03

 スマートフォンを利用した公的個人認証、手数料のオンライン決済、申請者への差し戻しや大容量データの添付など、

高機能のオンライン化が必要な手続については、新たに導入する次期電子申請システム「オンライン手続かわさき

(e-KAWASAKI)」を活用します。

 簡易な申請、届出等の手続ついては、引き続き「簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)」を活用します。

 国が、特に国民の利便性向上に資する手続として指定した子育て、介護等や、令和5年2月のオンライン化を決定した転出

届、そのほかマイナンバーを記載する手続については、国のマイナポータルにある「ぴったりサービス」を活用します。

原則オンライン化の実現に向けて活用する主な電子申請ツール

①オンライン手続かわさき
(e-KAWASAKI) ②簡易版電子申請サービス( LoGoフォーム) ③マイナポータル・ぴったりサービス

 利用者登録することで、申請状況をマイページ
から確認でき、申請の差し戻し機能など、申請
者とのやり取りが可能

 マイナンバーカードによる公的個人認証のほか、
法人の認証やGビズIDの認証に対応

 クレジットカード決済に対応
 職員自らが高度な申請フォームの作成が可能

特徴

 簡易な申請、届出等については、利用者登録な
しに簡単に申請が可能

 地図上から位置情報の入力が可能
 YouTube等にアップロードした動画の埋め込

み表示が可能
 職員自らが申請フォームの作成が可能

特徴

 マイナンバーの入力が必要な手続（番号利
用事務）の申請に対応

 マイナンバーカードによる公的個人認証に
対応

特徴

出典）マイナポータル(https://myna.go.jp)



オンライン申請可能な主な手続（分野別）①
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 令和４年度末の原則オンライン化の対象となる手続は、法令等により対面による審査・指導・相談や、証拠資

料の原本提出が必要となる手続などを除いた、2,650手続です（別紙参照）。

 そのうち、市民や事業者の利用が多い手続は次のとおりです。

手続名の最後に「※」印がついている手続は、現時点でオンライン申請可能な手続です。

 住民票の写し等の交付申請

 戸籍関係証明書の交付申請

 転出届※ 等

住民基本台帳・戸籍

 小児（乳幼児等）医療証交付申請

 認可保育所等の利用申込手続

 図書館予約申込※

 児童個人票・家庭記録票

 学校給食申込（児童生徒等用）等

 児童・生徒の写真掲載等の承諾

 学校図書館システムの利用承諾 等

子育て・教育

 要介護・要支援認定申請（新規・更新・区分変更）

 高額介護（予防）サービス費の支給申請

 居宅（介護予防）サービス計画の作成依頼（変更）の届出

 介護保険料過誤納金の還付 等

介護

 市税に関する証明書の交付申請 等

税金

医療・福祉・保健

 重度障害者医療費助成申請（窓口償還）

 自立支援医療費（精神通院医療）支給認定（新規・変更）申請

 生活保護受給証明書交付申請

 狂犬病予防注射済票交付関係申請 等

社会保険等

 国民健康保険の被保険者の資格喪失に係る届出※

 国民健康保険料過誤納金還付請求※

 後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求 等



オンライン申請可能な主な手続（分野別） ②
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 公共施設の予約※

 公共施設利用予約システムへの利用者登録申請（個人登録）

 道路占用許可申請・更新・変更※

 公園内行為許可の申請 等

公共施設・公共用地

 建築計画概要書の写しの交付申請

 建築確認等台帳記載事項証明書交付申請

 建築基準法その他関係法令の相談※

 住宅用家屋証明書交付申請 等

住宅・建築

 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告

 消防訓練実施結果報告※

 消防計画作成（変更）届

 防火対象物点検結果報告 等

消防

被災者支援・防災

 罹災証明書の交付申請

 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給申請

 耐震改修助成金関係手続※ 等

 川崎市資源集団回収事業登録団体奨励金交付に係る届出

 町内会・自治会活動応援補助金関係手続 等

地域での活動

 粗大ごみ収集申込手続※

 水道の使用開始・休止届※ 等

暮らし

手続名の最後に「※」印がついている手続は、現時点でオンライン申請可能な手続です。

（注）オンライン申請の受付開始時期が年度途中となる手続があります。
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行政手続のオンライン化のポータルサイト06
 市民・事業者の皆様が分かりやすくオンライン手続を利用できるよう、「オンライン手続かわさき

(e-KAWASAKI)」のポータルサイトから、LoGoフォームやぴったりサービス、その他国のシステムなどで申請でき

る手続を一括して検索し、申請サイトに誘導できるようにします。

「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI) 」
の手続一覧画面

②キーワードやカテゴリから手続を
絞り込むことが可能

※LoGoフォームやぴったりサービ
ス等の手続も一括して検索可能

③②で検索した手続が
表示されます。

①個人・事業者別に
申請可能な手続を
検索

「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」
のポータルサイト
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手続の検索から申請までの流れ（オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)の場合）07

①個人・事業者別
に申請可能な手
続を検索

②キーワードやカテゴ
リから手続を絞り込
むことが可能

※LoGoフォームや
ぴったりサービス等
の手続も検索可能

③手続の概要等が表示
されます。

※LoGoフォームや
ぴったりサービス等
の手続は、リンク先
を表示し、申請サイ
トに誘導します。

※利用者登録していな
い場合は、新規登録
が必要になります。

⑦マイページから、
申請の進捗状況確
認や過去に申請し
た履歴等を確認す
ることができます。

④利用者登録
「していない」・「している」

※ID・パスワー
ドを入力して
ログイン

※氏名・住所等の
利用者情報を登録
してからログイン

⑤申請内容を入力し、申
請します。

※利用者登録で登録した
氏名・住所・メールア
ドレス等は、自動で初
期表示されます。

手続を検索 手続の概要確認・ログイン 申請内容の入力・申請 マイページで確認

⑥入力した申請内容
を確認し申請する
と、利用者情報で
登録したメールア
ドレスに申請受付
の内容が通知され
ます。



市民・事業者への周知

 令和５年２月以降、様々な媒体とルートで市民・事業者へ周知し、オンライン手続の利用拡大を

図ります。

周知の手段 周知の方法

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

ネット窓口かわさき（現行電子申

請システム）

これまでの電子申請利用者に対し、原則オンライン化と、システム移行をメー

ル・サイトで周知

ＷＥＢ広告
GoogleやYahoo!の関連サイトにWEB広告を掲載。市内在住のインターネット利用

者に周知

市LINE、Twitterによる発信、市

ＨＰビジュアルエリアへの掲載
市アカウントに登録するＳＮＳ利用者と市ホームページ閲覧者への周知

紙
媒
体

市政だより（３月号） 手続のオンライン化に関する市民全体への周知

区役所来庁者への周知
転入者をはじめ、区役所に来庁する市民等の皆さまに対し、チラシやサイネージ

等を活用して周知

公共施設へのポスター掲示、チラ

シ配布
公共施設利用者全般への周知

そ
の
他

各局区で所管・連携する事業者団

体等

手続を利用する事業者・団体に周知するため、事業者・団体との定例会議やメー

ル等のネットワークを活用して周知を図る

デジタルデバイド対策やマイナ

カード普及事業等との連携

デジタルデバイド対策として行う出前講座や、マイナカード普及などの機会を活

用
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令和4年度 令和5年度

1月 2月 3月 4月～

LoGoフォーム

オンライン手続かわさき

(e-KAWASAKI)

マイナポータル
ぴったりサービス

市民・事業者への周知

原則
オンライン化
の実施
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原則オンライン化の実施に向けたスケジュール09

 令和5年2月28日、ネット窓口かわさき（現行電子申請システム）については新規受付を終了し、3月1日から

「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI) 」での受付を開始します（原則）。

 令和5年4月1日には、「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」とぴったりサービスの本格稼働を開始

します。

 原則オンライン化の実施に向けて、令和5年2月から市民・事業者への周知を行います。

現行のネット窓口かわさき
の運用（令和5年2月まで）

本格稼働

LoGoフォームによる取組推進
（随時公開）

一部稼働
(現行手続の移行)

本格稼働
（子育て・介護等）

部分稼働
（転出届）

市民・事業者への周知


